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県警では 12月 10日 (金 )から翌年 1月 3日 (月 )ま での間、『年末年
始特別警威取締り」を実施します。この間、パトロールや交通取締りなど
を強化しますが、皆様も犯罪の被書に遭わないよう注意して、楽しい年末
年始にしましょう !!
くひつたくりに適わないため、二月uuりL艘艘■■>
○ バッグは、たすきに、最腹域鳳賊L手荷物は歩道側に、最感滉なェ′女。
○ バイクの音には,眠収以鳳螺L自転車の
く璽書巣機書を防止しましょう>
O Btttに気付かれないようにしましょう。
○ 壌製に」麓れて犯罪をなくしましょう。
O J■u憩呈を活用しましょう。

カゴに,カバーを

蜃財儡陶愧%嘴蝠財ドロ吻翔 1鯰
<北朝鮮人権侵害問題啓発週間とは>
平成 18年 6月に『拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への
対処に関する法律」が施行され、毎年 12月 10日 から 16日 までの 1週
間を『北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題
は、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。
解決のためには,こ の問題についての関心と認識を深
めていくことが大切です。

毎日のように。『市役所高りや警

察編り」で電話があったという通報

があります。闘されない事が―番で

す !! 電話が掛かってきた際は .
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≧ふ扇轟数脱.

≧轟議鳳 %幾
極扇議轟編臨

YouTubeで動画配信中 !検索してみ
てください !

彰 か な や)と し あ き

「

飲酒の機会が増える年末年始ですが、お酒

を飲んで車を運転することはもちろん。飲酒

運転をするおそれのある人に、お酒や車両を

提供 したり、飲酒運転車両に同乗することも

禁止されています。

「飲酒運転を絶対に立な,城・鼠腹:為燒・説

嵐銀兜』という強い気持ちで、家庭・会社・

地域から飲酒運転を根

絶していきましょう。
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